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毎
年
、
講
師
を
務
め
る
庁
内
新
規
採
用

職
員
研
修
で
繰
り
返
し
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド

に
書
き
込
ん
で
き
た
言
葉
が
あ
る
。

　
「
業
務
の
根
拠
法
令
を
確
認
す
る
こ
と
」

　

こ
れ
か
ら
自
治
体
職
員
と
し
て
駆
け
出

す
新
規
採
用
職
員
に
と
っ
て
、
肝
に
銘
じ

て
お
い
て
ほ
し
い
命
題
の
一
つ
で
あ
る
。

公
務
員
は
、
法
令
に
則
っ
て
業
務
を
行
う

こ
と
が
大
前
提
で
あ
り
、
そ
の
業
務
が
何

の
法
律
の
ど
の
規
定
に
基
づ
き
行
う
も
の

か
を
確
認
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
公

務
員
の
先
輩
と
し
て
、法
制
担
当
と
し
て
、

そ
の
こ
と
を
し
っ
か
り
指
導
す
る
責
務
が

あ
る
と
感
じ
て
い
る
。

　

私
は
、
平
成
22
年
に
美
里
町
に
入
庁
し

た
。
総
務
課
に
配
属
さ
れ
、
以
来
、
現
在

に
至
る
ま
で
文
書
法
令
担
当
と
し
て
例
規

の
審
査
及
び
立
案
、
文
書
管
理
等
を
担
当

し
て
い
る
。
メ
イ
ン
と
な
る
の
は
、条
例
、

規
則
等
の
審
査
で
あ
る
が
、
最
初
の
頃
は

難
解
な
法
令
用
語
と
「
法
制
執
務
」
と
呼

ば
れ
る
独
特
の
技
術
に
悪
戦
苦
闘
し
た
。

こ
の
条
文
に
「
、」
を
打
つ
か
ど
う
か
で

頭
を
悩
ま
せ
、「
又
は
」
と
「
若
し
く
は
」

の
違
い
を
理
解
す
る
た
め
参
考
図
書
に
か

じ
り
つ
く
日
々
だ
っ
た
。
法
制
担
当
の
経

験
豊
富
な
上
司
か
ら
は
「
書
き
方
が
な
っ

て
い
な
い
」
と
か
み
な
り
を
落
と
さ
れ
、

そ
の
都
度
何
度
も
書
き
直
し
た
。し
か
し
、

当
時
の
私
は
何
が
だ
め
な
の
か
分
か
っ
て

い
な
か
っ
た
。

　

法
制
担
当
と
し
て
経
験
を
積
む
に
つ

れ
、
重
要
な
の
は
形
式
で
は
な
く
、
内
容

で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
。
こ
の
条

文
の
こ
の
改
正
は
何
の
た
め
の
も
の
か
、

立
案
者
の
意
図
は
何
な
の
か
、
規
定
が
実

際
に
効
力
を
発
し
た
と
き
過
不
足
な
く
適

用
で
き
る
か
と
い
っ
た
内
容
面
の
審
査
は

非
常
に
難
し
い
。
困
難
な
仕
事
だ
か
ら
こ

そ
、
納
得
い
く
条
文
が
仕
上
が
っ
た
と
き

は
一
つ
の
作
品
を
仕
上
げ
た
よ
う
な
達
成

感
が
あ
る
。
私
に
か
み
な
り
を
落
と
し
た

上
司
は
、
法
令
の
重
要
性
と
仕
事
を
完
遂

す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
分
か
ら
せ
た
か
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

冒
頭
の
言
葉
を
新
規
採
用
職
員
に
送
る

と
同
時
に
自
分
自
身
に
も
言
い
聞
か
せ
な

が
ら
、
日
々
の
業
務
に
励
ん
で
い
き
た
い

と
思
う
。

森　陽祐
美里町総務課

業務の根拠法令を
確認すること
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【風の景色】

　平成 31 年２月にオープンした
農水産物直売所「やまもと夢いち
ごの郷」は、町の特産品（いちご、
りんご、ホッキ貝）のほか、旬の
野菜や海産物、山元ブランド認証
品など、ここでしか買えない商品
を多数取り揃えています。いちご
狩り農園の紹介や観光案内も行っ
ていますので、御家族や友人の方
とぜひお越しください。
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21
町
村
等
か
ら
1
９
３
名
を
迎
え

─
3
班
編
成
、
2
日
間
の
日
程
で
開
催
─

　

県
町
村
会
は
、
４
月
16
日
か
ら
24
日
ま
で
の
間
、
県
自

治
会
館
を
会
場
に
平
成
31
年
度
新
規
採
用
職
員
研
修
を
開

催
し
ま
し
た
。

　

研
修
は
地
域
ご
と
３
つ
の
班
に
別
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
２
日

間
の
日
程
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
初
日
は
、
町
村
職
員
が
講

師
と
な
り
地
方
自
治
や
予
算
、
文
書
事
務
を
、２
日
目
は
、

民
間
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
を
講
師
に
迎
え
接
遇
と
仕
事
の
進

め
方
を
受
講
し
ま
し
た
。

　

県
内
の
各
町
村
・
一
部
事
務
組
合
等
か
ら
あ
わ
せ
て

１
９
3
名
が
受
講
し
ま
し
た

新
規
採
用
職
員
研
修

開講式　第 2班

休  憩

10：00

12：00

13：00

14：00

16：00

4 月 16 日（火）
4月 18 日（木）
4月 23 日（火）

１ 班
２ 班
３ 班

4 月 17 日（水）
4月 19 日（金）
4月 24 日（水）

『 宮城県町村会の
　　事業等について 』

『 地方自治とは 』

『 予算のしくみ 』

『 文書の取扱い 』

『 接　遇 』

『 仕事の進め方 』

昼　食 昼　食

閉 講 式 

オリエンテ－ション
開 講 式

14：15

15：45

10：20
10：30

16：20

〔研修日程〕

休  憩休  憩

休  憩休  憩



［
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
］ 

１
９
４
８
年
７
月
生
ま
れ
。
大
衡
村
出
身
。

	

１
９
９
５
年
４
月　
大
衡
村
議
会
議
員	
（
１
期
）

	

１
９
９
９
年
４
月　
大
衡
村
議
会
議
員	

（
２
期
）

	

２
０
０
３
年
４
月　
大
衡
村
議
会
議
員	

（
３
期
）

	

２
０
０
７
年
５
月　
大
衡
村
議
会
議
長	

（
１
期
）

	

２
０
１
１
年
９
月　
大
衡
村
議
会
議
長	

（
２
期
）

	

２
０
１
５
年
４
月　
大
衡
村
村
長　

	　

	

（
１
期
）
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任
期
満
了
に
伴
う
大
衡
村
長
選
挙
（
４
月
16
日
告

示
）
が
４
月
21
日
に
投
開
票
さ
れ
、
現
職
の
萩
原
達

雄
氏
が
再
選
さ
れ
ま
し
た
。

　

▪ 

ひ
と
こ
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

　

大
衡
村
は
明
治
22
年
４
月
、
当
時
の
５
カ
村
が
合

併
し
て
誕
生
し
、
今
年
は
村
制
施
行
か
ら
１
３
０
年

を
迎
え
ま
す
。
そ
の
間
、
一
貫
し
て
単
独
村
制
を
貫

い
て
き
ま
し
た
。
現
在
、県
内
で
は
唯
一
の
村
で
す
。

　

昨
今
の
企
業
集
積
な
ど
に
伴
い
、子
育
て
支
援（
出

生
か
ら
18
歳
ま
で
の
子
ど
も
医
療
費
の
完
全
無
料
化

な
ど
）
の
充
実
を
は
じ
め
と
す
る
福
祉
施
策
の
向
上

に
努
め
ま
す
。

大
衡
村
長

萩は
ぎ

原わ
ら

　
達た

つ

雄お 

氏

平
成
31
年
度
の
県
町
村
会
（
事
業
計
画
概
要
）

［
基
本
方
針
］

　

町
村
で
は
、
国
際
化
、
情
報
化
、
少
子
高
齢
化
が
急

速
に
進
行
し
つ
つ
あ
り
、
ま
た
、
震
災
復
興
の
ス
テ
ー

ジ
が
「
発
展
期
」
に
移
行
し
た
こ
と
に
よ
る
新
た
な
施

策
展
開
が
求
め
ら
れ
る
な
ど
、
行
政
需
要
は
量
・
質
と

も
に
ま
す
ま
す
複
雑
化
し
、
克
服
す
べ
き
課
題
を
多
く

抱
え
て
い
る
。

　

本
会
は
、
こ
れ
ら
の
課
題
解
決
に
寄
与
す
る
と
と
も

に
、
町
村
行
政
の
円
滑
な
運
営
と
町
村
自
治
の
発
展
を

図
る
た
め
、
全
国
町
村
会
及
び
各
関
係
団
体
と
連
携
し

な
が
ら
、
政
務
活
動
、
自
治
振
興
事
業
及
び
各
種
災
害

共
済
事
業
等
を
積
極
的
に
展
開
し
て
い
く
。

《
会
議
》
▼
町
村
長
会
議
▼
正
副
会
長
会
議
及
び
監
事

会
▼
町
村
総
務
課
長
会
議

《
政
務
調
査
活
動
》
町
村
共
通
の
行
財
政
課
題
の
解
決

に
向
け
▼
調
査
研
究
活
動 

︱ 

政
務
委
員
会
（
総
務
建

設
・
産
業
経
済
・
厚
生
文
教
）
及
び
政
務
委
員
会
幹
事

会
の
設
置
▼
要
望
活
動
①
国
会
、
政
府
関
係
省
庁
、
宮

城
県
等
へ
の
要
請
②
本
県
関
係

国
会
議
員
、
県
首
脳
部
等
と
の

意
見
交
換
会
等

《
情
報
活
動
》
▼
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
活
用
▼
宮
城
町
村
会
だ
よ
り

の
発
行
▼ 

宮
城
県
町
村
会
紹
介

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
配
布

《
研
修
事
業
》
▼
町
村
長
研
修
▼

副
町
村
長
研
修
▼
人
づ
く
り
政

策
研
修
▼
移
動
研
修
（
ま
ち
づ
く
り
研
修
）
▼
企
画
・

財
政
政
策
合
同
研
修
▼
農
業
農
村
政
策
研
修
▼
税
務
担

当
課
長
等
研
修
▼
新
規
採
用
職
員
研
修
▼
研
修
派
遣
事

業
▼
町
村
職
員
研
修
受
講
助
成
事
業

《
自
治
振
興
対
策
事
業
》
▼
市
町
村
職
員
採
用
試
験
▼

法
令
外
負
担
金
適
正
化
措
置
▼
自
治
功
労
者
表
彰
▼
非

常
勤
職
員
公
務
災
害
補
償
事
業
▼
町
村
行
政
法
律
相
談

▼
町
村
税
務
課
長
代
表
者
会
議
▼
町
イ
チ
！
村
イ
チ
！

２
０
１
９
支
援
事
業

《
災
害
共
済
事
業
》
町
村
の
財
産
保
全
と
財
政
の
安
定
、

町
村
職
員
の
福
利
厚
生
の
た
め
相
互
救
済
を
目
的
に
▼

一
財
）
全
国
自
治
協
会
建
物
災
害
共
済
▼
（
同
）
自
動

車
損
害
共
済
▼
全
国
町
村
等
職
員
団
体
生
命
共
済
（
弔

慰
金 

）
▼
全
国
町
村
会
総
合
賠
償
補
償
保
険
▼
全
国

町
村
会
災
害
対
策
費
用
保
険
▼
全
国
町
村
職
員
生
活
協

同
組
合
火
災
共
済
▼
（
同
）
自
動
車
共
済
▼
（
同
）
特

定
疾
病
保
険
▼
全
国
町
村
等
職
員
任
意
共
済
（
生
命
・

医
療
・
収
入
補
償
）
保
険
▼
全
国
町
村
等
職
員
個
人
年

金
共
済

平成 31年度  歳入歳出予算

歳出
137,819
（千円）

歳入
137,819
（千円）

会議費
824

総務費
75,450

事業費
51,243

積立金
9,302

予備費
1,000

会費 6,081
交付金
8,079

分担金
及び負担金
28,222

諸支出金
43,207財産収入

1,363

繰入金
30,708

繰越金
12,000

諸収入
8,159

町

村

長

選

挙
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東
西
冷
戦
時
代
の
象
徴
ベ
ル
リ
ン
の
壁
の
崩

壊
（
１
９
８
９
年
）
と
ソ
連
崩
壊
（
１
９
９
1

年
）
を
現
代
史
に
お
け
る
重
要
な
転
換
点
と
す
れ
ば
、

１
９
９
0
年
代
か
ら
現
在
に
至
る
「
平
成
」
の
30
年

間
は
、
世
界
が
大
き
く
動
い
た
時
代
で
あ
る
。
人
や

立
場
に
よ
り
意
味
が
異
な
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う

言
葉
は
、
良
く
も
悪
く
も
価
値
観
が
多
様
化
し
た
こ

の
30
年
間
を
最
も
端
的
に
象
徴
し
て
い
る
の
か
も
し

れ
な
い
。

小
論
の
目
的
は
、
当
初
は
世
界
的
な
視
野
や
活
動

を
中
心
に
語
ら
れ
て
き
た
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
、
地
域

の
目
線
で
見
る
際
の
枠
組
み
を
整
理
す
る
こ
と
と
、

今
後
、
地
域
（
む
し
ろ
町
村
あ
る
い
は
ロ
ー
カ
ル
・

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
い
う
表
現
の
方
が
適
切
か
も
し
れ

な
い
）
の
将
来
を
考
え
る
上
で
、
ど
の
よ
う
な
方
向

が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ

る
。

１
９
９
0
年
代
以
降
、
急
速
に
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が

進
展
し
た
よ
う
に
感
じ
る
こ
と
は
あ
る
面
で
は
正
し

い
が
、
正
確
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
わ
が
国
の
歴
史

は
周
辺
諸
国
を
含
め
た
海
外
と
の
長
年
の
相
互
関
係

の
上
に
構
築
さ
れ
て
い
る
。
１
９
７
0
年
代
以
前
に

歴
史
教
育
を
受
け
た
人
に
は
「
帰
化
人
」、
そ
れ
以

降
の
人
に
は
「
渡
来
人
」
と
い
う
用
語
を
思
い
出
す

ま
で
も
な
く
、
は
る
か
昔
か
ら
人
々
の
活
動
は
人
為

的
あ
る
い
は
地
理
的
な
国
境
を
越
え
、
様
々
な
相
互

作
用
を
生
み
出
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
が
一

つ
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
目
の
前
、
あ
る
い
は

足
元
の
変
化
と
現
実
を
し
っ
か
り
と
見
据
え
、
各
々

の
町
村
の
将
来
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
メ
デ
ィ
ア

が
伝
え
る
内
容
と
足
元
の
現
実
の
違
い
を
当
事
者
が

明
確
に
理
解
し
な
い
限
り
、
将
来
の
方
向
性
は
見
え

て
こ
な
い
。
以
下
で
は
、
そ
の
た
め
の
簡
単
な
手
法

を
示
す
。
最
初
に
現
状
把
握
だ
が
、こ
れ
は
「
縦
軸
」

と
「
横
軸
」
の
両
方
か
ら
考
え
て
み
る
と
良
い
。

縦
軸
：
地
域
の
構
成
の
再
認
識

社
会
に
は
様
々
な
人
や
集
団
、
組
織
が
存
在
す
る
。

そ
の
中
に
も
、
例
え
ば
、
企
業
に
お
け
る
経
営
者
と

従
業
員
、
と
い
う
形
で
の
異
な
る
グ
ル
ー
プ
が
存
在

す
る
。
年
齢
や
性
別
も
様
々
で
あ
る
。
こ
れ
を
各
町

村
に
当
て
は
め
れ
ば
、
各
々
の
特
徴
が
明
確
に
出
る
。

伝
統
的
な
分
類
を
使
え
ば
、
農
業
中
心
の
地
域
か
、

製
造
業
中
心
か
、
あ
る
い
は
サ
ー
ビ
ス
業
か
と
い
う

こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
経
営
者
と
従
業
員
、

あ
る
い
は
農
業
者
、
自
営
業
者
、
地
域
の
女
性
（
こ

の
中
で
も
就
業
し
て
い
る
女
性
、
子
育
て
中
の
女
性

な
ど
い
く
つ
に
も
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
）、
さ
ら

に
正
規
・
非
正
規
、
外
国
人
就
業
者
、
あ
る
い
は
所

得
水
準
な
ど
で
も
よ
い
。
要
は
、
自
分
た
ち
が
対
象

と
し
て
い
る
地
域
の
構
成
に
つ
い
て
再
認
識
す
る
こ

と
だ
。
各
町
村
に
は
時
系
列
の
基
礎
デ
ー
タ
が
あ
る

と
思
う
。
こ
れ
を
5
年
か
ら
10
年
単
位
で
30
年
ほ
ど

振
り
返
れ
ば
、
自
分
た
ち
の
住
む
地
域
が
ど
の
よ
う

に
変
化
し
て
き
た
か
を
、
感
覚
で
は
な
く
数
値
と
し

て
把
握
・
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
現
状

把
握
の
第
1
段
階
で
あ
る
。

横
軸
：
影
響
を
受
け
る
複
数
の
分
野

横
軸
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
ど
の
よ
う
な
面
に
影

響
を
与
え
た
か
を
多
面
的
に
考
察
す
る
た
め
の
も
の

で
あ
る
。
伝
統
的
に
は
、
政
治
、
経
済
、
社
会
、
文

化
と
い
う
４
つ
の
側
面
に
な
る
。
た
だ
し
、
近
年
の

我
々
の
生
活
は
携
帯
電
話
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど

の
「
技
術
」
に
多
く
を
依
存
し
て
い
る
。
ま
た
、
町

村
に
は
居
住
環
境
の
維
持
そ
の
も
の
も
大
き
な
課
題

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
伝
統
的
な
4
つ
の
要
素
に
加

え
、
技
術
、
環
境
、
な
ど
の
要
素
を
加
え
て
お
い
た

方
が
、
よ
り
正
確
に
把
握
で
き
る
。

こ
れ
以
外
に
地
域
独
特
の
要
素
が
あ
れ
ば
そ
れ
も

グローバル化と
町村
現状と将来
〈上〉

《寄 稿》
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加
え
る
。
例
え
ば
、
外
国
人
就
業
者
が
多
い
工
場
な

ど
が
地
域
内
に
存
在
し
た
場
合
、
労
働
環
境
整
備
と

い
う
問
題
だ
け
で
な
く
、
彼
ら
の
子
弟
に
対
す
る
教

育
と
い
う
別
の
問
題
が
生
じ
る
。
こ
れ
は
義
務
教
育

課
程
に
お
い
て
は
教
員
・
子
供
達
と
も
に
実
に
重
要

か
つ
不
可
避
な
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
に
な
る
。
大

人
の
多
く
は
日
本
人
の
み
の
社
会
で
日
常
生
活
を

送
っ
て
い
て
も
、
子
供
達
は
多
国
籍
の
同
級
生
と

日
々
を
過
ご
す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

縦
軸
と
横
軸
の
交
差
点
で

「
人
」
は
ど
う
思
う
か

メ
デ
ィ
ア
や
研
究
者
は
各
々
の
立
場
で
グ
ロ
ー
バ

ル
化
の
是
非
を
論
じ
る
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
部

分
的
あ
る
い
は
平
均
的
な
真
実
で
あ
る
。
重
要
な
点

は
、
自
分
た
ち
の
地
域
で
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
「
ど

こ
」
に
「
ど
の
よ
う
な
」
影
響
を
与
え
た
か
を
複
層

的
に
把
握
し
て
お
く
こ
と
だ
。
言
い
換
え
れ
ば
、
個

人
・
組
織
・
社
会
の
「
ど
こ
」
で
の
変
化
が
最
も
大

き
か
っ
た
か
を
理
解
し
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

た
め
に
は
、地
域
を
構
成
す
る
重
要
な
要
素
（
縦
軸
）

と
影
響
を
受
け
た
複
数
の
分
野
（
横
軸
）
の
交
差
点

に
お
い
て
、
人
々
が
ど
の
よ
う
に
感
じ
た
か
を
確
認

す
る
こ
と
が
一
番
で
あ
る
。
具
体
的
作
業
と
し
て
は

交
差
点
ご
と
に
一
定
数
の
人
数
の
ア
ン
ケ
ー
ト
や
ヒ

ア
リ
ン
グ
調
査
な
ど
を
行
う
こ
と
に
な
る
。

輸
出
用
工
業
製
品
の
経
営
者
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が

好
ま
し
い
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
同
じ
会
社
の

従
業
員
は
違
う
考
え
か
も
し
れ
な
い
し
、
一
般
的
に

農
業
者
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
否
定
的
か
も
し
れ
な
い

が
、
中
に
は
チ
ャ
ン
ス
と
と
ら
え
て
い
る
人
が
い
る

か
も
し
れ
な
い
。

メ
デ
ィ
ア
に
写
り
や
す
い
特
定
の
事
例
だ
け
を
こ

と
さ
ら
強
調
す
る
の
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
町
村

レ
ベ
ル
で
は
現
在
、
自
分
た
ち
の
地
域
が
ど
の
よ
う

な
状
況
か
を
再
確
認
し
て
お
く
こ
と
は
、
今
後
の
方

向
性
を
考
え
る
上
で
非
常
に
重
要
で
あ
る
。

そ
し
て
、
現
状
を
概
ね
把
握
し
た
後
に
、
将
来
の

方
向
性
を
考
え
る
こ
と
に
進
む
。

複
数
の
可
能
性
あ
る
将
来
を
考
え
る

過
去
は
一
直
線
で
振
り
返
る
こ
と
が
可
能
だ
が
、

将
来
は
複
数
の
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
当
た
り
前
の

事
は
、
意
外
に
多
く
の
組
織
で
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

多
く
の
組
織
は
年
次
計
画
の
よ
う
な
も
の
を
作
る
が
、

そ
れ
は
売
上
高
や
利
益
が
将
来
い
く
ら
に
な
る
な
ど

の
単
一
の
将
来
を
目
指
し
て
い
る
。

大
学
の
教
室
で
講
じ
る
戦
略
論
で
は
、
現
状
を
把

握
し
、
目
標
を
定
め
、
そ
こ
に
最
短
距
離
で
到
達
す

る
方
法
を
是
と
し
て
い
る
が
、
現
実
の
世
の
中
で
は

目
標
が
複
数
存
在
し
、
ど
れ
も
が
正
解
に
な
る
こ
と

が
多
い
。
町
村
に
本
当
に
必
要
な
将
来
計
画
は
、
こ

う
し
た
複
数
（
と
い
っ
て
も
10
も
20
も
の
可
能
性
を

述
べ
ら
れ
て
も
混
乱
す
る
）
の
可
能
性
あ
る
将
来
を

同
時
に
検
討
す
る
こ
と
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

具
体
的
に
は
ど
う
す
る
か
。
こ
こ
で
は
シ
ナ
リ
オ

を
用
い
て
将
来
を
考
え
る
方
法
を
紹
介
し
よ
う
。
  

自
分
の
町
村
の

将
来
シ
ナ
リ
オ
を
考
え
る

　

過
去
か
ら
現
在
に
至
る
大
き
な
変
化
を
概
観
す
る

と
、
そ
の
中
で
変
化
の
鍵
と
な
る
様
々
な
要
素
あ
る

い
は
キ
ー
ワ
ー
ド
が
抽
出
で
き
る
。
個
別
具
体
的
な

キ
ー
ワ
ー
ド
の
評
価
は
別
と
し
て
、
ま
ず
は
似
た
よ

う
な
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
い
く
作
業
を
何
度
か
繰
り

返
し
、
３
～
４
く
ら
い
ま
で
の
グ
ル
ー
プ
に
集
約
す

る
。
そ
し
て
、
集
約
し
た
グ
ル
ー
プ
の
中
に
含
ま
れ

る
キ
ー
ワ
ー
ド
を
一
言
で
表
す
こ
と
が
可
能
な
極
め

て
抽
象
度
の
高
い
本
当
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
ま
で
た
ど

り
着
け
れ
ば
全
体
が
俯
瞰
で
き
る
。

や
や
こ
し
い
事
を
書
い
た
が
、
や
る
こ
と
は
単
純

作
業
で
あ
る
。
例
え
ば
、
過
去
30
年
間
は
、「
市
場
」

あ
る
い
は
「
市
場
原
理
」
と
い
う
言
葉
は
各
所
で
重

要
な
役
割
を
担
っ
て
き
た
し
、
こ
れ
に
関
連
す
る
言

葉
と
し
て
は
、「
自
由
」
や
「
規
制
」
と
い
う
言
葉

も
上
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
形
で
抽
出
し
た
キ
ー

ワ
ー
ド
を
も
と
に
し
て
、
次
に
何
を
す
る
か
。
こ
れ

は
次
回
に
述
べ
て
み
た
い

［
執
筆
者
〕
三
石
　
誠
司
（
み
つ
い
し
　
せ
い
じ
）

宮
城
大
学
食
産
業
学
群
（
経
営
学
系
）
教
授

宮
城
大
学
大
学
院
食
産
業
学
研
究
科
副
研
究
科
長

国
際
交
流
・
留
学
生
セ
ン
タ
ー
長
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働き方改革
関連法について1

相
談
者
（
Ａ
さ
ん
）
四
月
か
ら
町
民
相
談
室
に
赴
任

し
ま
し
た
が
、
働
き
方
改
革
関
連
法
の
相
談
が
難
し

い
の
で
す
。
弁
護
士
の
先
生
に
体
系
的
な
知
識
を
教

え
て
頂
き
た
い
と
思
っ
て
き
ま
し
た
。

弁
護
士　
「
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
連

法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
」
が
平
成
三
〇
年
七
月

六
日
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
伴
っ
て
い
く
つ

も
の
法
律
が
改
正
さ
れ
た
の
で
す
。
改
正
さ
れ
た
主

た
る
法
律
は
、
次
の
と
お
り
八
つ
に
も
及
ん
で
い
ま

す
（
法
令
名
は
略
称
）。
①
労
働
基
準
法
、
②
じ
ん

肺
法
、
③
雇
用
対
策
法
、
④
労
働
安
全
衛
生
法
、
⑤

労
働
者
派
遣
法
、⑥
労
働
時
間
設
定
改
善
法
、⑦
パ
ー

ト
・
有
期
雇
用
労
働
法
、
⑧
労
働
契
約
法
。

Ａ
さ
ん　

働
き
方
改
革
関
連
法
と
い
っ
て
も
、
今
紹

介
さ
れ
た
よ
う
に
改
正
さ
れ
た
点
が
非
常
に
多
種
多

様
で
す
の
で
、
全
体
と
し
て
判
り
に
く
い
の
だ
と
思

い
ま
す
。
ま
ず
は
概
観
を
理
解
し
た
い
の
で
す
。

弁
護
士　

た
し
か
に
「
働
き
方
改
革
」
と
い
っ
て
も

問
題
が
多
岐
に
わ
た
り
、
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
持

ち
に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
思
い
切
っ
て

単
純
化
し
て
次
の
三
つ
を
働
き
方
改
革
の
大
き
な
柱

と
位
置
づ
け
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

①
長
時
間
労
働
の
是
正 

︱ 

労
働
生
産
性
の
改
善

②
正
規
・
非
正
規
労
働
の
不
合
理
な
格
差
の
解
消

③
労
働
者
に
と
っ
て
柔
軟
な
働
き
方
の
実
現

Ａ
さ
ん　

こ
の
改
革
が
必
要
と
な
っ
た
背
景
に
は
ど

の
よ
う
な
事
情
や
目
的
が
あ
っ
た
の
で
す
か
。

弁
護
士　

三
つ
の
視
点
か
ら
お
話
し
し
ま
す
。

　

一
つ
目
は
少
子
高
齢
化
に
よ
る
日
本
の
人
口
、
と

り
わ
け
生
産
年
齢
人
口
（
一
五
歳
～
六
四
歳
人
口
）

が
継
続
し
て
減
少
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
二
〇
一
三

年
末
に
三
二
年
ぶ
り
に
八
〇
〇
〇
万
人
を
下
回
わ

り
、
今
後
の
予
想
で
は
二
〇
五
〇
年
に
五
〇
〇
〇
万

人
に
ま
で
大
幅
に
減
少
す
る
と
い
う
予
測
で
す
。
国

民
生
活
を
支
え
る
べ
き
労
働
者
数
の
減
少
は
由
々
し

法律に強くなる!
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い
事
態
で
す
。
し
か
も
わ
が
国
の
労
働
生
産
性
は
諸

外
国
よ
り
低
い
水
準
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
統
計
が

紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
れ
ら
の
状
況
に
対
し
て
は
、

少
な
い
人
員
で
も
成
果
を
出
せ
る
よ
う
に
業
務
を
効

率
化
し
た
り
、
労
働
生
産
性
を
改
善
・
向
上
さ
せ
る

対
策
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
生
産
年
齢
を
超

え
た
高
齢
者
に
も
働
く
意
欲
と
能
力
の
あ
る
方
に
は

働
く
場
を
提
供
す
る
こ
と
が
有
意
義
で
す
。
そ
の
た

め
に
も
、
上
記
の
３
つ
の
柱
を
中
心
と
し
た
働
き
方

の
改
革
が
急
務
に
な
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。

　

二
つ
目
は
長
時
間
労
働
と
過
労
死
問
題
で
す
。
日

本
の
戦
後
の
め
ざ
ま
し
い
復
興
の
大
き
な
原
因
の
一

つ
に
企
業
や
役
所
の
た
め
に
全
て
を
犠
牲
に
し
て
労

働
す
る
「
企
業
戦
士
」
が
い
て
、
社
会
も
そ
れ
を
美

徳
と
受
け
と
め
る
風
潮
が
あ
り
ま
し
た
。
サ
ー
ビ
ス

残
業
が
当
た
り
前
と
い
う
職
場
も
少
な
く
な
か
っ
た

よ
う
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
時
代
の
流
れ
と
共

に
、
企
業
や
役
所
と
し
て
も
労
働
法
制
に
お
け
る
コ

ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を
無
視
で
き
な
く
な
っ
て
き
ま
し

た
。
二
〇
一
六
年
に
は
大
手
広
告
代
理
店
の
新
入
社

員
が
、
入
社
し
た
年
の
一
二
月
に
自
殺
し
、
そ
れ
が

過
重
労
働
が
原
因
の
労
働
災
害
で
あ
る
と
認
定
さ
れ

た
こ
と
が
マ
ス
コ
ミ
に
よ
っ
て
大
き
く
報
道
さ
れ
、

世
論
を
動
か
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
長
時
間
労
働

に
つ
い
て
は
行
政
指
導
で
は
な
く
、
法
律
の
規
制
に

よ
っ
て
上
限
を
律
し
て
い
く
し
か
な
い
と
い
う
意
識

が
社
会
に
広
が
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
経
団
連
と
連

合
は
二
〇
一
七
年
三
月
一
三
日
に
時
間
外
労
働
の
上



◎
執
筆
者
　
佐
藤
　
裕
一
（
さ
と
う
　
ゆ
う
い
ち
）

弁
護
士
法
人
杜
協
同
　
阿
部
・
佐
藤
法
律
事
務
所

東
北
大
学
法
科
大
学
院
教
授
　
宮
城
県
人
事
委
員
会
委
員
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連載【まちづくりの法律相談】

限
に
つ
い
て
、
取
り
決
め
、
そ
れ
ら
を
労
働
基
準
法

に
明
記
し
、
罰
則
付
き
で
実
効
性
を
担
保
す
る
と
い

う
労
使
合
意
を
取
り
交
わ
し
ま
し
た
。
こ
の
労
使
合

意
が
労
働
基
準
法
に
お
け
る
労
働
時
間
制
度
の
見
直

し
の
ベ
ー
ス
に
な
り
ま
し
た
。

　

三
つ
目
は
上
記
の
人
手
不
足
を
想
定
し
て
、
有
期

雇
用
・
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
・
人
材
派
遣
と
い
っ
た
非

正
規
雇
用
の
人
材
に
目
を
向
け
て
、
よ
り
幅
広
い
人

材
の
活
用
を
図
る
と
い
う
方
向
で
す
。
こ
れ
ま
で
の

非
正
規
雇
用
は
身
分
的
に
不
安
定
で
あ
り
、
景
気
変

動
に
応
じ
て
雇
用
調
整
の
対
象
に
な
る
と
い
う
立
場

で
し
た
。
し
か
も
現
在
は
非
正
規
雇
用
が
全
労
働
者

の
三
七
％
を
も
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
の

で
す
。
更
に
、
従
来
の
非
正
規
雇
用
は
家
計
を
補
助

す
る
立
場
の
も
の
が
多
か
っ
た
の
に
、
近
時
は
生
計

を
維
持
す
る
立
場
の
も
の
が
増
え
て
き
て
い
る
の
で

す
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
非
正
規
雇
用
の
待
遇
面

に
は
正
社
員
と
比
べ
て
大
き
な
格
差
が
存
在
し
て
い

ま
す
。
正
社
員
は
年
功
的
に
賃
金
が
上
昇
す
る
の
に

対
し
て
、
非
正
規
雇
用
は
多
く
が
時
給
制
で
あ
る
た

め
、
同
じ
仕
事
を
し
て
い
る
限
り
賃
金
は
横
ば
い
で

あ
り
、
長
く
勤
め
れ
ば
勤
め
る
ほ
ど
、
正
社
員
と
の

給
与
格
差
が
広
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ

う
し
た
状
況
を
受
け
て
、
従
前
、
パ
ー
ト
労
働
法
や

労
働
契
約
法
に
お
い
て
有
期
労
働
契
約
の
無
期
転
換

制
度
の
創
設
や
有
期
雇
用
と
無
期
雇
用
の
不
合
理
な

格
差
を
禁
止
す
る
規
定
が
定
め
ら
れ
た
の
で
す
。
そ

れ
が
、
今
回
の
働
き
方
改
革
関
連
法
に
繋
が
っ
た
わ

け
で
す
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
「
同
一
労
働
同
一

賃
金
」と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
現
実
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
有

し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
次
回
以
降
に
説
明
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

Ａ
さ
ん　

よ
う
や
く
働
き
方
改
革
関
連
法
の
目
的
や

意
義
が
解
っ
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
法
律
の
具

体
的
な
中
身
に
つ
い
て
は
、
次
回
以
降
に
ご
説
明
頂

く
こ
と
に
し
て
、
改
革
関
連
法
で
定
ま
っ
た
事
項
を

ま
と
め
て
教
え
て
頂
け
ま
す
か
。

弁
護
士　

労
働
時
間
法
制
に
つ
い
て
は
、「
働
き
過

ぎ
」を
防
ぎ
な
が
ら
、「
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
」

と
「
多
様
で
柔
軟
な
働
き
方
」
実
現
の
た
め
に
次
の

よ
う
な
見
直
し
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

①
残
業
時
間
の
上
限
を
規
制

②
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
制
度
の
導
入

③
五
日
間
の
有
給
休
暇
取
得
を
企
業
に
義
務
づ
け

④
月
六
〇
時
間
を
超
え
る
残
業
の
割
増
率
引
上
げ

⑤
労
働
時
間
状
況
の
客
観
的
把
握

⑥
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
拡
充

⑦
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
の
新
設

　

ま
た
、
雇
用
形
態
に
関
わ
ら
な
い
公
正
な
待
遇
の

確
保
に
つ
い
て
は
、
同
一
企
業
に
お
け
る
正
社
員
と

非
正
規
社
員
の
間
に
あ
る
不
合
理
な
待
遇
の
差
を
な

く
し
、
ど
の
よ
う
な
雇
用
形
態
を
選
択
し
て
も
「
納

得
」
で
き
る
よ
う
に
す
る
次
の
よ
う
な
措
置
が
講
じ

ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

①
不
合
理
な
待
遇
差
を
な
く
す
た
め
の
規
定
の
整
備

②
労
働
者
に
対
す
る
待
遇
に
関
す
る
説
明
義
務
強
化

③
行
政
に
よ
る
助
言
・
指
導
や
紛
争
解
決
手
続
整
備

Ａ
さ
ん　

概
要
が
つ
か
め
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま

す
。
次
回
は
各
法
律
の
具
体
的
な
中
身
に
つ
い
て
教

え
て
下
さ
い
。
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よくわかる地方自治 《業者に町立保育所での給食調理業務を委託する契約は「製造の請負」に該当するか》

質とする契約です。物品等の制作契約、清掃契
約、プログラムの開発契約、ホームページ制作
契約、エレベーターの保守契約等が典型例とさ
れています。
　一方、「委任（準委任）」は事務の処理が契約
の本質となります。仕事や物の完成は契約の内
容に含まれず、事務処理がされれば委任者の予
期した結果が生じなくても契約上の義務は果た
したものとされます。コンサルティング契約、
顧問契約、理容契約等が典型とされています。
　本件業務委託契約については、材料である食
材を町で準備していること、保育所の設備を利
用して調理をしていること等の実態を考慮する
と、Ｂ社が自前で給食を完成させてそれを町に
引き渡しているというよりも、保育所での給食
提供にあたりＢ社が調理という役務の提供を
行っていると捉えられることから、「委任（準
委任）」の性質が強い契約といえます。そのため、

「製造の請負」には該当しない可能性が高いと
考えられます。
　一方、同じ給食調理業務の委託でも、Ｂ社が
自前で食材を調達し、自前の施設で調理を行い、
完成した給食を町に納品（搬入）する契約であ
れば、Ｂ社が自前で給食を完成させて町に引き
渡していると捉えられることから、「請負」の
性質が強い契約といえ、「製造の請負」に該当
する可能性があります。

4. 議会の議決について

　「製造の請負」に該当するか否かは、その契
約の実態を踏まえて個別具体的に判断する必要
があり、「製造の請負」に該当すると判断され、
かつ条例で定める一定額以上の契約であれば、
契約締結に当たり議会の議決を得なければなり
ません。

（宮城県総務部市町村課行政第一班）
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よくわかる地方自治 Q&A
Ａ町では、Ｂ社に町立保育所の給食調理業務を
委託（以下「本件業務委託」という。）することに

しました。この契約により、Ｂ社の調理師が、町立保育所
の設備を使用して町が準備した食材で給食を調理すること
になります。
　本件業務委託が地方自治法施行令（以下「令」という。）
第 121 条の２に規定する別表第３にいう「製造の請負」に
該当するか教えて下さい。

Q.

1.  問題の所在

地方自治法（以下「法」と
いう。）第 96 条第１項第５

号によれば、「その種類及び金額について政令
で定める基準に従い条例で定める契約を締結」
するには議会の議決が必要となります。そして、
政令で定める契約の種類は、令の別表第３で一
定額以上の「工事又は製造の請負」に関する契
約とされています。
　本件業務委託は給食の調理を内容としていま
すが、これが「製造の請負」に該当するかが問
題となります。

2.  製造の請負とは

　「製造の請負」については、法やその他の法
律に明確な定義規定が存在しません。
　行政実例では、①条例集の印刷・正本の委託

業務、②航空写真をもとに地図を作成して納入
する委託業務、③測量を行いこれに基づいて道
路台帳図・道路台帳を作成・納入する委託業務
を「製造の請負」に該当するとしたもの、また
④工事の設計・測量のみの委託業務を「製造の
請負」に該当しないとしたものがあります。
　その業務委託が「製造の請負」に該当するか
どうかは、行政実例を参考にしながら、個別具
体的に検討し判断することになります。

3. 本件業務委託契約が「製造の請負」
に該当するか

　一口に給食調理業務の委託契約と言っても、
その契約の実態によって「請負」としての性質
が強いものもあれば、単なる「委任（準委任）」
としての性質が強いものもあると考えられま
す。
　「請負」とは仕事や物の完成と引き渡しを本

A.



　
若
葉
が
萌
え
い
で
新
緑
の

季
節
に
な
り
ま
し
た
。

　
今
号
の
町
村
会
の
う
ご
き

は
、
新
規
採
用
職
員
研
修
を

中
心
に
レ
ポ
ー
ト
し
ま
し

た
。
ま
た
、
本
会
の
事
業
計

画
の
概
要
を
紹
介
し
ま
し

た
。
本
年
度
も
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

▼
１
日　

宮

城
県
市
町
村

非
常
勤
消
防
団
員
補
償
報
償
組

合
議
会
（
県
自
治
会
館
）

▼
６
日　

宮
城
県
市
町
村
等
非

常
勤
職
員
公
務
災
害
補
償
等
認

定
委
員
会
（
県
自
治
会
館
）

▼
８
日　

臨
時
正
副
会
長
会
議

（
県
自
治
会
館
）

▼
８
日　

自
治
功
労
者
表
彰
式

（
県
自
治
会
館
）

▼
８
日　

町
村
長
会
議
（
県
自

治
会
館
）

▼
13
日
（
～
14
日
）　

全
国
町

村
会
事
務
総
長
・
被
災
復
興
状

況
視
察
（
南
三
陸
町
、
女
川
町
）

▼
25
日　

宮

城
県
市
町
村

等
非
常
勤
職
員
公
務
災
害
補
償

等
認
定
委
員
会
（
県
自
治
会
館
）

▼
26
日　

全
国
町
村
会
政
務
調

査
会
（
全
国
町
村
会
館
）
村
上

会
長
出
席

月
2

月
3

6月 5 日（水）　 消防実務研修
6月12日（水） 町村会監事会
6月24日（月） 正副会長会議、町村長会議
6月27日（木） 自動車事故処理研修会
7月 5 日（金）　 消防組合監査
7月10日（水） 人づくり政策研修
7月11日（木） 県選出国会議員に対する要望事項
 説明会
7月12日（金） 政府要望実行運動
7月18日（木） 消防組合議会
7月28日（日） 市町村職員採用統一試験

町村会の予定6 ― 7月

  生協自動車共済
　  ご加入の皆様へ 
~車両共済 （保険） のご案内〜

　町村生協の自動車共済は、対物・対人の賠
償共済で、ご加入いただいている車の補償は
ありませんが、自動車共済に加入されている
方は、上乗せとして車両共済に追加して加入
することができます。
　車両共済とは、契約している車が交通事故
などで損害を負ったときに保険金が支払われ
る一般自動車保険の車両保険のことで、次の
場合に補償を受けることができます。

　1　他の自動車との衝突
　2　盗　難
　3　火災・台風等（地震・噴火・津波を除く。

※一時金特約あり）
　4　単独事故
　5　あて逃げ

　なお、掛金（保険料）は、ご加入の車両、
契約条件によって異なります。掛金をお知り
になりたい場合は、取扱代理店からファック
スで見積書、資料を取り寄せての確認となり
ますので、下記代理店までお問い合わせくだ
さい。

（株）千里　
電話 （フリーダイヤル） 0120-731-087
受付時間／月曜から金曜

　9：30~17：00（祝日、年末年始を除く）


